
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
み
つ
ば
ち
等
の
移
動
を
禁
止
す
る
区
域
の
指
定
の
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更
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…
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平
成
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十
年
度
山
梨
県
住
生
活
総
合
調
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
二
三

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
二
四

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
二
四

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
二
四

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
み
つ
ば
ち
等
の
移
動
を
禁
止
す
る

区
域
の
指
定
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号
）
は
、
解
除
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
主
要
地
方
道

二
　
路
　
線
　
名
　
北
杜
八
ヶ
岳
公
園
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

北
杜
市
高
根
町
清
里
無
番
地
五
〇
七
林
班
イ
一
小

旧

一
八
・
〇
〜

六
〇
・
〇

班
地
先
か
ら

二
〇
・
四

北
杜
市
高
根
町
清
里
無
番
地
五
〇
七
林
班
イ
一
小

班
地
先
ま
で

新

一
八
・
六
〜

六
〇
・
〇

二
五
・
〇

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

平
成
二
十
年
山
梨
県
住
生
活
総
合
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
山
梨
県
統
計
調
査
条
例

（
昭
和
二
十
七
年
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
調
査
の
目
的

こ
の
調
査
は
、
居
住
環
境
を
含
め
た
住
生
活
全
般
に
関
す
る
実
態
や
居
住
者
の
意
向
・
満
足
度
等

を
総
合
的
に
調
査
し
、今
後
の
住
宅
施
策
の
推
進
に
必
要
な
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
調
査
事
項

こ
の
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

１
　
住
宅
及
び
そ
の
ま
わ
り
の
環
境
評
価
に
関
す
る
事
項

２
　
最
近
の
居
住
状
況
の
変
化
に
関
す
る
事
項

３
　
住
宅
の
住
み
替
え
・
改
善
の
意
向
及
び
計
画
に
関
す
る
事
項

４
　
今
後
の
住
ま
い
方
に
関
す
る
事
項

５
　
親
と
子
の
住
ま
い
方
に
関
す
る
事
項

６
　
子
育
て
の
環
境
等
に
関
す
る
事
項

７
　
住
宅
の
相
続
に
関
す
る
事
項

８
　
別
荘
や
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
に
関
す
る
事
項

９
　
要
介
護
認
定
に
関
す
る
事
項

１０

世
帯
の
住
居
費
・
資
産
に
関
す
る
事
項

三
　
調
査
の
範
囲

平
成
二
十
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
の
対
象
と
な
る
同
一
の
客
体
か
ら
抽
出
し
た
普
通
世
帯

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
号
　
　
平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
二
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

十
一
月
十
日

第
千
九
百
号

月　曜　日

、
、

、
、

、
、



四
　
調
査
の
期
日

平
成
二
十
年
十
二
月
一
日

五
　
調
査
の
方
法

調
査
員
が
、
抽
出
さ
れ
た
普
通
世
帯
に
直
接
訪
問
の
う
え
、
調
査
票
を
配
付
し
、
及
び
回
収
す
る
。

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
年
十
月
二
十
二
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
富
士
山
地
域
創
造

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
佐
野
常
夫

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
三
千
四
百
九
十
九
番
地
二

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
方
分
権
が
進
む
現
在
の
状
況
を
地
域
が
主
体
的
に
活
用
し
、
最
大
限
の
効
果

を
導
き
出
す
た
め
に
、
地
域
の
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
と
し
て
異
業
種
間
の
翻
訳
者
と
な
り
、
情
報
提

供
や
人
材
育
成
、
官
と
民
の
マ
ッ
チ
ン
グ
等
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
化
・
環
境
・
産
業
・

教
育
等
多
様
な
分
野
の
地
域
単
位
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
促
進
す
る
原
動
力
と
な
る
こ
と
で
、

「
地
域
と
都
会
」、「
地
域
と
産
業
」、「
地
域
と
住
民
」
そ
れ
ぞ
れ
が
Ｗ
Ｉ
Ｎ
│
Ｗ
Ｉ
Ｎ
の
関
係
を

築
き
、
真
に
活
力
の
あ
る
地
域
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
、
地
域
に
お
け
る
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
二
日
ま
で

'

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
協
議
を
行

う
に
あ
た
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
長
坂
地
区
田
園
交
流
基
盤
整
備
事
業
）
の
変
更
後
の
土
地
改
良

事
業
計
画
の
概
要
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
概
要

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所

四
　
意
見
書
の
提
出
方
法

こ
の
事
業
計
画
概
要
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
最
終
日
ま
で
に
、
中
北
農
務
事

務
所
長
あ
て
書
面
で
提
出
し
て
下
さ
い
。

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
富
士
河
口
湖
町
小
立
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
任

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

相
澤
　
章
司

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
八
十
三
番
地

在
原
　
進

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
勝
山
千
七
十
番
地
五

渡
邊
　
晴
長

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
千
百
八
十
六
番
地

渡
邊
　
芳
明

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
二
千
百
八
十
六
番
地

渡
邊
　
自
康

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
二
百
十
八
番
地

二
　
就
任

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
号
　
　
平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

六
二
四



相
澤
　
正
範

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
四
千
百
五
十
一
番
地

小
佐
野
　
快

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
勝
山
二
十
五
番
地

坂
本
　
寛

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
千
八
百
三
十
五
番
地

渡
邊
　
正
司

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
二
千
五
十
一
番
地

渡
邊
　
泰
助

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
二
百
十
八
番
地

三
　
住
所
変
更

氏
　
　
　
名

変
　
　
更
　
　
後
　
　
の
　
　
住
　
　
所

大
石
　
秀
世

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
二
千
九
百
九
十
九
番
地
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
号
　
　
平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

六
二
五
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梨
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目
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目
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県
公
報
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号
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成
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年
十
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日
　
　

六
二
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